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(57)【要約】
　ナビゲーション情報に基づく用件処理方法及び装置、
及び電子デバイスが本明細書において提供される。用件
処理方法は、ナビゲーション情報を得て、ナビゲーショ
ン情報に関連する用件を決定し、用件の実行位置に到着
する前に、その用件に関連する事前処理動作を実行する
。本明細書については、ユーザが必要とするかもしれな
い用件はユーザのナビゲーション情報に従って前もって
決定され得る。そして、対応する事前処理動作が実行さ
れ、便宜がユーザに提供され得る。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ナビゲーション情報に基づく用件処理方法であって、
　前記ナビゲーション情報を取得し、
　前記ナビゲーション情報に関連する用件を決定し、
　前記用件の実行位置に到着する前に、前記用件に関する事前処理動作を実行する
　ことを含む用件処理方法。
【請求項２】
　前記ナビゲーション情報はナビゲーション・ルートを含み、
　前記ナビゲーション情報に関連する用件を決定することは、ナビゲーション・ルートに
沿った位置、又は、ナビゲーション・ルートの終点における実行地点を有する用件を選択
することを含む、請求項１に記載の用件処理方法。
【請求項３】
　前記ナビゲーション情報は、各用件の実行位置に到着する事前見積り時間を更に含み、
　前記ナビゲーション情報に関連する用件を決定することは、ナビゲーション・ルートに
沿った位置、又は、ナビゲーション・ルートの終点における実行地点を有する用件を選択
することを含み、前記用件に対応する前記事前見積り時間は、所定の用件処理期間以内で
ある、請求項２記載の用件処理方法。
【請求項４】
　前記事前見積り時間は、ユーザによって使用される輸送ツールの種類、前記輸送ツール
の状態の情報、及び交通状況ののうちの少なくとも１つに関連する、請求項３記載の用件
処理方法。
【請求項５】
　前記ナビゲーション情報は、
　予め設定された次元のユーザ属性情報を含み、
　前記ナビゲーション情報に関連する用件を決定することは、前記ナビゲーション・ルー
トに沿った位置又は前記ナビゲーション・ルートの終点で用件を選択することを含み、前
記用件は、前記ユーザ属性情報に対応するユーザ要件を満たす、請求項２記載の用件処理
方法。
【請求項６】
　前記予め設定された次元は、ユーザの数、ユーザの性別、ユーザの年齢、及びユーザの
関係のうちの少なくとも１つを含む、請求項５に記載の用件処理方法。
【請求項７】
　前記ナビゲーション情報に関連する用件を決定することは、予め構成された均一サービ
ス・インタフェースを介して全ての用件を取得することと、前記用件の全てから前記ナビ
ゲーション情報に関連する用件を選択することとを含む、請求項１に記載の用件処理方法
。
【請求項８】
　前記用件に関連する事前処理動作を実行することは、前記ナビゲーション情報に従って
前記用件のための予約動作を実行することを含む、請求項１に記載の用件処理方法。
【請求項９】
　前記用件に関連する事前処理動作を実行することは、用件提供者に通知メッセージを送
ることを含み、前記通知メッセージは前記ナビゲーション情報を含む、請求項１に記載の
用件処理方法。
【請求項１０】
　前記ナビゲーション情報に関連する前記用件をユーザに提示することと、事前処理動作
を実行するべきか否かを、受け取ったユーザの選択指示に従って決定することを更に含む
、請求項１に記載の用件処理方法。
【請求項１１】
　前記ユーザが所定の暇な状況にあるか否かを判定し、前記ユーザが所定の暇な状況にあ
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る場合、前記ユーザにナビゲーション情報に関した用件を提示することを更に含む、請求
項１０に記載の用件処理方法。
【請求項１２】
　ナビゲーション情報に基づく用件処理装置であって、
　ナビゲーション情報を得るように構成される取得ユニットと、
　ナビゲーション情報に関連した用件を決定するように構成される決定ユニットと、
　前記用件の実行位置に到着する前に前記用件に関連した事前処理動作を実行するように
構成される実行ユニットと
　を備えたことを特徴とする用件処理装置。
【請求項１３】
　前記ナビゲーション情報は、ナビゲーション・ルートを含み、
　前記決定ユニットは、
　前記ナビゲーション・ルートに沿った位置又は前記ナビゲーション・ルートの終点で用
件を選択するように構成される第１選択サブユニットを含む、請求項１２に記載の用件処
理装置。
【請求項１４】
　前記ナビゲーション情報は、各用件の実行位置に到着する事前見積り時間を更に含み、
　前記決定ユニットは、前記ナビゲーション・ルートに沿った位置又は前記ナビゲーショ
ン・ルートの終点で用件を選択するよう構成された第２選択サブユニットを含み、
　前記用件に対応する事前見積り時間は所定の用件処理時間以内である、請求項１３に記
載の用件処理装置。
【請求項１５】
　前記事前見積り時間は、ユーザによって使用される輸送ツールの種類、前記輸送ツール
の状態の情報、及び交通状況のうちの少なくとも１つに関連する、請求項１４に記載の用
件処理装置。
【請求項１６】
　前記ナビゲーション情報は、予め設定された次元のユーザ属性情報を含み、
　前記決定ユニットは、前記ナビゲーション・ルートに沿った位置又はナビゲーション・
ルートの終点で用件を選択するよう構成された第３選択サブユニットを含み、
　前記用件は前記ユーザ属性情報に対応するユーザ要件を満たす、請求項１３に記載の用
件処理装置。
【請求項１７】
　前記予め設定された次元は、ユーザの数、ユーザの性別、ユーザの年齢、及びユーザの
関係のうちの少なくとも１つを含む、請求項１６に記載の用件処理装置。
【請求項１８】
　前記決定ユニットは、
　予め構成された均一サービス・インタフェースを介して用件の全てを得るように構成さ
れる用件取得サブユニットと、
　前記用件の全てから前記ナビゲーション情報に関連する用件を選択するように構成され
る用件選択サブユニットと
を備えた、請求項１２に記載の用件処理装置。
【請求項１９】
　前記実行ユニットは、
　前記ナビゲーション情報に従って前記用件のための予約動作を実行するように構成され
る予約サブユニットを備える、請求項１２に記載の用件処理装置。
【請求項２０】
　前記実行ユニットは、用件提供者に通知メッセージを送るよう構成された送信サブユニ
ットを備え、前記通知メッセージはナビゲーション情報を含む、請求項１２に記載の用件
処理装置。
【請求項２１】
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　ユーザに前記ナビゲーション情報に関連する用件を提示するように構成される提示ユニ
ットと、
　前記事前処理動作を実行するべきか否かを、受け取ったユーザの選択指示に従って決定
するように構成される、事前処理決定ユニットと
を更に含む、請求項１２に記載の用件処理装置。
【請求項２２】
　前記ユーザが所定の暇な状況にあるか否かを判定するように構成される判定ユニットと
、
　前記ユーザが所定の暇な状況にある場合、前記ユーザに前記ナビゲーション情報に関連
する用件を提示する、請求項２１に記載の用件処理装置。
【請求項２３】
　プロセッサと、
　前記プロセッサによって実行される実行可能な命令を格納するよう構成されたメモリと
を備え、
　前記プロセッサは、ナビゲーション情報を取得し、前記ナビゲーション情報に関連する
用件を決定し、前記用件の実行位置に到着する前に、前記用件に関連した事前処理動作を
実行する電子デバイス。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本開示は、端末の技術分野、より詳しくは、ナビゲーション情報に基づく用件処理方法
及び装置、及び電子デバイスに関する。
【背景技術】
【０００２】
　外を旅行している間、ユーザはルートに精通しておらず、道路状態その他を知らないの
で、ナビゲーション、例えばナビゲーション・ソフトウェアをインストールされた携帯電
話やタブレット型ＰＣ、特定のナビゲータ、又はその他の電子デバイスが通常採用される
。
【０００３】
　関連技術において、ナビゲーション・ソフトウェアは地図を電子デバイスに表示させる
ことができる。
【０００４】
　そして、ユーザの現在の位置、ナビゲーション・ルート、及び近隣の道路状況などの情
報が地図上に表示される。したがって、ユーザにより取得された情報は、「ナビゲーショ
ン」に限られる。
【発明の概要】
【０００５】
　関連技術の課題を解決するために、本明細書は、ナビゲーション情報に基づいた用件処
理方法及び装置、並びに電子デバイスを提供する。
【０００６】
　本明細書の第１の態様の実施形態によれば、ナビゲーション情報に基づく用件処理方法
が提供される。用件処理方法は、以下の内容を含む。
・ナビゲーション情報を取得すること
・ナビゲーション情報に関する用件を決定すること
・用件の実行位置に到着する前に、用件に関した事前処理動作を実行すること
【０００７】
　あるいは、ナビゲーション情報は、ナビゲーション・ルートを含む。
そして、ナビゲーション情報に関連した用件を決定することは、ナビゲーション・ルート
に沿った位置又はナビゲーション・ルートの終点にある実行位置を含む用件を選択するこ
とを含む。
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【０００８】
　あるいは、ナビゲーション情報は、各用件の実行位置に到着する事前見積り時間を含む
。そして、ナビゲーション情報に関連した用件を決定することは、ナビゲーション・ルー
トに沿った位置、又は、ナビゲーション・ルートの終点における用件を選択することを含
む。この場合、用件に対応する事前見積り時間は、所定の用件処理時間以内である。
【０００９】
　あるいは、事前見積り時間は、ユーザによって使用される輸送ツールの種類、輸送ツー
ルの状態情報、及び交通状況のうちの少なくとも１つに関連する。
【００１０】
　あるいは、ナビゲーション情報は、更に予め設定された次元のユーザ属性情報を含む。
そして、ナビゲーション情報に関連した用件を決定することは、ナビゲーション・ルート
に沿った位置、又は、ナビゲーション・ルートの終点における実行位置を有する用件を選
択することを含む。そして、用件は、ユーザ属性情報に対応するユーザ要件を満たす。
【００１１】
　あるいは、予め設定された次元は、ユーザの数、ユーザの性別、ユーザの年齢及びユー
ザの関係のうちの少なくとも１つを備える。
【００１２】
　あるいは、ナビゲーション情報に関連した用件を決定することは、予め構成された均一
サービス・インタフェースを介して用件の全てを得ることと、用件の全てから、ナビゲー
ション情報に関連した用件を選択することを含む。
【００１３】
　あるいは、用件に関連した事前処理動作を実行することは、ナビゲーション情報に従っ
て用件のための予約動作を実行することを含む。
【００１４】
　あるいは、用件に関連した事前処理動作を実行することは、用件提供者に通知メッセー
ジを送ることを含む。通知メッセージは、ナビゲーション情報を含む。
【００１５】
　あるいは、用件処理方法は更に、ユーザにナビゲーション情報に関した用件を提示する
ことと、事前処理動作を実行するべきか否かを、受け取ったユーザの選択指示に従って決
定することを含む。
【００１６】
　あるいは、用件処理方法は更に、ユーザが所定の暇な状況にあるか否かを判定すること
と、ユーザが所定の暇な状況にある場合、ユーザにナビゲーション情報に関した用件を提
示することを含む。
【００１７】
　本明細書の第２の態様の実施形態によれば、ナビゲーション情報に基づく用件処理装置
が提供される。そして、用件処理装置は、ナビゲーション情報を得るように構成される取
得ユニットと、ナビゲーション情報に関連した用件を決定するように構成される決定ユニ
ットと、用件の実行位置に到着する前に用件に関連した事前処理動作を実行するように構
成される実行ユニットを含む。
【００１８】
　あるいは、ナビゲーション情報は、ナビゲーション・ルートを含む。
そして、決定ユニットは、ナビゲーション・ルートに沿った位置、又は、ナビゲーション
・ルートの終点における実行位置を有する用件を選択するように構成される第１選択サブ
ユニットを含む。
【００１９】
　あるいは、ナビゲーション情報は更に、用件の実行位置に到着する事前見積り時間を含
む。そして、決定ユニットは、ナビゲーション・ルートに沿った位置、又は、ナビゲーシ
ョン・ルートの終点での用件を選択するように構成される第２選択サブユニットを含む。
この場合、用件に対応する事前見積り時間は、所定の用件処理時間以内である。
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【００２０】
　あるいは、事前見積り時間は、ユーザによって使用される輸送ツールの種類、輸送ツー
ルの状態情報、及び交通状況のうちの少なくとも１つに関連がある。
【００２１】
　あるいは、ナビゲーション情報は、予め設定された次元のユーザ属性情報を含む。そし
て、決定ユニットは、ナビゲーション・ルートに沿った位置、又は、ナビゲーション・ル
ートの終点における実行位置を有する用件を選択するように構成される第３選択サブユニ
ットを含む。用件はユーザ属性情報に対応するユーザ要件を満たす。
【００２２】
　あるいは、予め設定された次元は、ユーザの数、ユーザの性別、ユーザの年齢及びユー
ザの関係のうちの少なくとも１つを含む。
【００２３】
　あるいは、決定ユニットは、予め構成された均一サービス・インタフェースを介して用
件の全てを得るように構成される用件取得サブユニットと、用件の全てからナビゲーショ
ン情報に関連する用件を選択するように構成される用件選択サブユニットとを含む。
【００２４】
　あるいは、実行ユニットは、ナビゲーション情報に従って用件のための予約動作を実行
するように構成される予約サブユニットを含む。
【００２５】
　あるいは、実行ユニットは、用件提供者に通知メッセージを送るように構成される送信
サブユニットを含む。ここで、通知メッセージはナビゲーション情報を含む。
【００２６】
　あるいは、用件処理装置は更に、ユーザにナビゲーション情報に関連する用件を提示す
るように構成される提示ユニットと、事前処理動作を実行するべきか否かを、受け取った
ユーザ選択指示に従って決定するように構成される事前処理決定ユニットとを含む。
【００２７】
　あるいは、用件処理装置は、更に、ユーザが所定の暇な状況にあるか否かを判定するよ
うに構成される判定ユニットを備える。この場合、ユーザが所定の暇な状況にある場合、
ユーザはナビゲーション情報に関した用件を提示される。
【００２８】
　本明細書の第３の態様の実施形態によれば、電子デバイスは本明細書において提供され
ている。電子デバイスは、プロセッサと、プロセッサによって実行可能な命令を記憶する
よう構成されたメモリを含む。プロセッサは、ナビゲーション情報を取得し、ナビゲーシ
ョン情報に関連する用件を決定し、そして用件の実行位置に到着する前に用件に関連する
事前処理動作を実行するよう構成されている。
【００２９】
本明細書において提供されている技術的解決手段は、以下の有益な効果を含むことができ
る。
【００３０】
　本明細書の前記実施形態によれば、本明細書は、ナビゲーション情報に関連する用件を
決定することによって、ユーザの潜在的な用件の条件を予測することができる。一方、用
件の実行位置に到着した後にユーザが引き続き行う作業は、用件に関連する事前処理動作
を実行することによって単純化されることができる、また、長い運転時間による用件のた
めの処理の資格の損失は回避されることができる。
【００３１】
　本明細書中に組み込まれて、本明細書の一部を構成する添付図面は、本発明に従った実
施形態を例示するものであり、発明の詳細な説明と共に、本明細書の原則を説明する役割
を有するものである。
【図面の簡単な説明】
【００３２】
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【図１】関連技術のナビゲーション・インタフェースの概略図である。
【図２】例示の実施形態に従った、ナビゲーション情報に基づく用件処理方法のフローチ
ャートである。
【図３】例示の実施形態に従った、ナビゲーション情報に基づく他の用件処理方法のフロ
ーチャートである。
【図４Ａ】例示の実施形態に従った、ナビゲーション情報を得るためのインタフェースの
概略図である。
【図４Ｂ】例示の実施形態に従った、ナビゲーション情報を得るためのインタフェースの
概略図である。
【図５】例示の実施形態に従った、ナビゲーション・ルートに基づいて用件を示す概略図
である。
【図６Ａ】例示の実施形態に従った、ナビゲーション・ルート及び到着時間に基づいて用
件を示すブロック図である。
【図６Ｂ】例示の実施形態に従った、ナビゲーション・ルート及び到着時間に基づいて用
件を示すブロック図である。
【図７】例示の実施形態に従った、ナビゲーション情報に基づく用件処理装置のブロック
図である。
【図８】例示の実施形態に従った、ナビゲーション情報に基づく用件処理装置のブロック
図である。
【図９】例示の実施形態に従った、ナビゲーション情報に基づく用件処理装置のブロック
図である。
【図１０】例示の実施形態に従った、ナビゲーション情報に基づく用件処理装置のブロッ
ク図である。
【図１１】例示の実施形態に従った、ナビゲーション情報に基づく用件処理装置のブロッ
ク図である。
【図１２】例示の実施形態に従った、ナビゲーション情報に基づく用件処理装置のブロッ
ク図である。
【図１３】例示の実施形態に従った、ナビゲーション情報に基づく用件処理装置のブロッ
ク図である。
【図１４】例示の実施形態に従った、ナビゲーション情報に基づく用件処理装置のブロッ
ク図である。
【図１５】例示の実施形態に従った、ナビゲーション情報に基づく用件処理装置のブロッ
ク図である。
【図１６】例示の実施形態に従った、ナビゲーション情報に基づいて用件を処理する装置
の概略図である。
【発明を実施するための形態】
【００３３】
　例示の実施形態は本願明細書において詳述する、そして、その実施形態は添付の図面に
図示される。
　以下の説明によって参照する図面の全体に亘って、異なる図面の同じ参照番号は、特に
明記しない限り同一又は類似の要素を示す。以下の例示的実施形態に記載されている実施
態様が、本開示に合致した全ての実施態様を表すというわけではない。その代わりに、そ
れらは、添付の請求の範囲において詳述される本開示の幾つかの態様に合致した装置及び
方法の例に過ぎない。
【００３４】
　図１は関連技術のナビゲーション・インタフェースの概略図である。図１に示すように
、関連技術では、ユーザが電子デバイスを介してナビゲーション動作を実行するときに、
ユーザが徒歩ルート又はドライブ・ルートを探すのに便利になるよう、地図は電子デバイ
ス上に表示される必要がある。そして、ユーザの現在位置、ナビゲーション・ルート及び
、近隣の道路条件などの情報は、ナビゲーションを実現するために地図上に示される必要
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がある。
【００３５】
　一方、その場所から検索されるか、又はナビゲーション・ソフトウェアによってサーバ
からダウンロードされる興味ポイント（Point of Interest(ＰＯＩ）に基づいて、ナビゲ
ーション・ソフトウェアが、図１に示すように、地図上のユーザの現在位置の周辺でＰＯ
Ｉ（例えばレストランＡ、ホテルＢ、ＸＸマンションなど）を示し、これにより、ユーザ
がチェックや予約などの動作を実行することができるようにすることができる。
【００３６】
　しかしながら、関連技術のナビゲーション・ソフトウェアは、ユーザの現在位置周辺で
の興味ポイント（ＰＯＩ）を示すために用られているのみであり、実際のところ「ナビゲ
ーション」動作そのものの特徴に限られている。それは、ユーザがナビゲーション・ルー
トに沿った位置及びその終点における位置を示すために動的に地図を調節しなければ、ナ
ビゲーション動作の成功の実現のためにユーザの周辺の道路状況などの情報を明確に示す
ために地図を拡大する必要があるからである。対応する位置における興味ポイント（ＰＯ
Ｉ）のチェックや予約をすることが難しい。しかしながら、このような調節動作はユーザ
のナビゲーション動作を阻害する虞があり、特に車のドライバーのユーザのとっては高い
運転上のリスクが生じる虞がある。
【００３７】
　従って、ナビゲーション情報の分析に基づいて、本開示では、ナビゲーション動作に影
響を及ぼすことなく、ナビゲーション情報に関連する用件の事前処理動作を実行すること
ができる。そうすると、関連技術の中に存在している上記の技術的問題は解決され得る。
【００３８】
　図２は、例示の実施形態に従うナビゲーション情報に基づく用件処理方法のフローチャ
ートである。
【００３９】
図２に示すように、本用件処理方法は、ナビゲーション・ソフトウェアを備えている電子
デバイスにおいて使用される。そして、本用件処理方法は以下の通りの手順を含むことが
できる。
【００４０】
　ステップ２０２において、ナビゲーション情報が得られる。
【００４１】
　ステップ２０４において、ナビゲーション情報に関連する用件が決定される。
【００４２】
　本実施形態において、ナビゲーション情報は、ナビゲーション・ルートを含み、ナビゲ
ーション・ルートにおいては、ナビゲーション情報に関連する用件を決定することが、ナ
ビゲーション・ルートに沿った位置又はナビゲーション・ルートの終点にある実行位置と
共に用件を選択することを含む。
【００４３】
　他の実施形態では、ナビゲーション情報は、各用件の実行位置に到着するときの事前見
積り時間を更に含み、その事前見積り時間においては、ナビゲーション情報に関連する用
件を決定することが、ナビゲーション・ルートに沿った位置、又は、ナビゲーション・ル
ートの終点にある実行位置と共に用件を選択することを含み、その場合、前記用件に対応
する事前見積時間は、予め決定された処理時間内である。
【００４４】
　事前見積り時間は、ユーザによって用いられる輸送ツールの種類、及び交通状況のうち
の少なくとも１つに関連する。
【００４５】
　さらに別の実施形態では、ナビゲーション情報は更に、予め設定された次元のユーザ属
性情報を含む。この場合、ナビゲーション情報に関連する用件を決定することは、ナビゲ
ーション・ルートに沿った位置、又は、ナビゲーション・ルートの終点における実行位置
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と共に用件を選択することを含む。この場合、用件は、ユーザ属性情報に対応するユーザ
要件を満たす。
【００４６】
　予め設定された次元は、ユーザの数、ユーザの性別、ユーザの年齢及びユーザの関係の
うちの少なくとも１つを含む。
【００４７】
　実施形態において、ナビゲーション情報に関連する用件を決定することは、予め構成さ
れた均一サービス・インタフェースを介して用件の全てを得ること、そして、その用件の
全てから、ナビゲーション情報に関連する用件を選択することを含む。
【００４８】
　ステップ２０６において、用件に関連する事前処理動作は、用件の実行位置に到着する
前に実行される。
【００４９】
　実施形態において、用件に関連する事前処理動作を実行することは、ナビゲーション情
報に従って用件のための予約動作を実行することを含む。
【００５０】
　他の実施形態では、用件に関連する事前処理動作を実行することは、用件提供者に通知
メッセージを送ることを含む。この場合、通知メッセージはナビゲーション情報を含む。
【００５１】
　更に、実施形態では、用件処理方法は、更に、ユーザにナビゲーション情報に関する用
件を提示すること、及び、前処理動作を実行するべきか否かを、受け取ったユーザの選択
指示に従って決定することを含む。
【００５２】
　用件処理方法は、更に、ユーザが所定の暇な状況にあるか否かを判定することを含み、
また、ユーザが所定の暇な状況にある場合、ユーザにナビゲーション情報に関した用件を
提示することを含む。
【００５３】
　本開示の前記実施形態によれば、本開示は、ナビゲーション情報に関連する用件を決定
することによって、ユーザの潜在的な用件の必要条件を予測することができる。一方、用
件の実行位置に到着した後においてユーザの引き続きの作業は、用件に関連する事前処理
動作を実行することによって単純化することができる。また、長い運転時間による用件の
ための処理をする資格の損失を回避することができる。
【００５４】
　図３は、例示の実施形態に従うナビゲーション情報に基づく他の用件処理方法のフロー
チャートである。
　図３に示すように、用件処理方法がナビゲーション・ソフトウェアを備えている電子デ
バイスにおいて用いられる。そして、用件処理方法は以下のようなステップを含むことが
できる。
【００５５】
　ステップ３０２において、ナビゲーション情報が得られる。
【００５６】
　本実施形態において、電子デバイスはいかなる形であれナビゲーション情報を得ること
ができる。そして、それは本明細書において制限されない。いくつかの例は、以下の通り
に説明される。
【００５７】
　ある状況において、ユーザは、手動でナビゲーション情報を入力することができる。図
４Ａに示すように、ユーザは出発点、終点、出発時間、移動人員、人員の関係などを含む
、予め構成され又はカスタマイズされたアイテムを直接入力することができる。そして、
電子デバイスは直接ナビゲーション情報としてこれらのアイテムの情報を生成することが
できる。



(10) JP 2017-532531 A 2017.11.2

10

20

30

40

50

【００５８】
　他の状況においては、電子デバイスはユーザによって生成された、メモ、カレンダ・イ
ベント、旅行計画などに従って、対応するナビゲーション情報を抽出し生成することがで
きる。例えば、図４Ｂに示すように、ユーザのメモが、「家族でＸＸに旅行に行く」とい
うイベントが「明日」「７時」に実行する必要があるものと考え、電子デバイスは対応す
るナビゲーション情報を生成することができる。そして、ナビゲーション情報では、明朝
の７時は出発時間として構成され、現在位置は出発点として構成され、「ＸＸ」の場所は
終点として構成される。加えて、電子デバイスは更に、ユーザの通常の消費やコミュニケ
ーションなどに関する行動データに基づき、ユーザの家族構成などのデータを分析するこ
とができる。これにより、旅行する人の総人数や人間関係などの情報がユーザのために更
に推測され得る。
【００５９】
　もちろん、ユーザがナビゲーション情報やアドレス帳などのデータの入力動作を実行す
る装置は、ナビゲーション動作のために構成された電子デバイスであってもよい。又は、
ユーザは上述のナビゲーション情報やアドレス帳などのデータを入力するための他のいか
なる装置も選択することが可能である。そしてユーザは、ナビゲーション動作のために構
成された電子デバイスがナビゲーション情報やアドレス帳などのデータをネットワークを
介して取得するよう、同じユーザアカウントを有する各デバイスにおいてログイン動作を
実行する。
【００６０】
　ステップ３０４において、全ての用件は、予め構成された均一サービス・インタフェー
スを介して得られる。
【００６１】
　本実施形態において、均一サービス・インタフェースは、前もってナビゲーション・ソ
フトウェアを介して、用件提供者（例えば各小売商）に公開することができる。これによ
り、提供者は、ナビゲーション・ソフトウェアに、その用件記述情報などのデータを提供
する。
【００６２】
　そして、ナビゲーション・ソフトウェアは、予め構成された均一サービス・インタフェ
ースを介して用件の全てを得ることができ、用件の全てから、ナビゲーション情報に関連
する用件を選択することができる。
【００６３】
　ステップ３０６において、ナビゲーション情報に関連する用件（ナビゲーション関連用
件）が決定される。
【００６４】
　本実施形態において、ナビゲーション情報は、必須なものとしてはナビゲーション・ル
ートを含んでおり、更に、他の任意の内容を含むことができる。ナビゲーション情報の内
容の違いに基づいて、ナビゲーション・ソフトウェアは、異なる方法に従ってナビゲーシ
ョン情報に関連する用件を決定することができる。下記のいくつかの可能性がある状況に
従って、ステップ３０６の例が説明される。
【００６５】
［実施形態１］
　例示された実施形態として、ナビゲーション情報がナビゲーション・ルートを含むなら
、そのナビゲーション・ルートに沿った実行位置、又はナビゲーション・ルートの終点で
の用件が選択され得る。
【００６６】
　図５に示すように、ユーザが出発点及び終点を定めた後、ナビゲーション・ソフトウェ
アは対応するナビゲーション・ルートを生成し、そして、ステップ３０４で取得された全
ての用件と対応する実行位置を結合することによって、ナビゲーション・ルートに沿った
、又は、ナビゲーション・ルートの終点の用件が決定され得る。例えば、図５で、ユーザ
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が運転の工程の間においてナビゲーション・ルートを変更しない場合、レストランＡ、ホ
テルＢ、アミューズメントパークＣ、レストランＤ、ガソリンスタンドＥ、ホテルＦ、景
色の良い地域Ｇなどを連続的に通過し、レストランＡとレストランＤなどが例えば外食な
どの用件を提供し、ホテルＢとホテルＦなどが宿泊などの用件を提供し、アミューズメン
トパークＣと景色の良い地域Ｇなどが娯楽などの用件を提供し、ガソリンスタンドＥがガ
ソリン補給などの用件を提供することができる、と予測することができる。
【００６７】
　従って、ナビゲーション・ソフトウェアは、ナビゲーション・ルートに沿った位置、又
は、ナビゲーション・ルートの終点にある上記のレストランＡ～景色の良い地域Ｇなどに
より提供される用件を、ユーザが必要とするかもしれない用件として決定することができ
る。これにより、用件はナビゲーション情報に関連する用件とみなされる。
【００６８】
［実施形態２］
　他の例示の実施形態として、ナビゲーション情報が、ナビゲーション・ルートを含むこ
と以外に、各用件の実行位置に到着するときの見積時間を含む場合、ナビゲーション・ル
ートに沿った位置、又はナビゲーション・ルートの終点にある対応する実行位置を有する
用件が選択され得る。また、用件に対応する事前見積り時間は、所定の用件処理期間以内
である。
【００６９】
　決定されたナビゲーション・ルートに基づいて、ナビゲーション・ソフトウェアは、ユ
ーザによって使用される輸送ツールの種類、輸送ツールの状態情報、及び交通状況のうち
の少なくとも１つに従って、ユーザがナビゲーション・ルートに沿った位置、又はナビゲ
ーションルートの終点にある実行位置に到着する事前見積り時間を取得することができる
。
【００７０】
１）例えば、図６Ａに示すように、ユーザにより用いられる輸送ツールのタイプが自動運
転車両で、交通状況が良好であると仮定するならば、ユーザが出発点から７時に出発した
後、ナビゲーション・ソフトウェアは、ユーザがレストランＡに８時２０分に到着し、レ
ストランＢに１０時３０分に到着し、アミューズメントパークＣに１０時５０分に到着し
、レストランＤに１３時に到着し、１４時にガソリンスタンドＤに到着し、ホテルＦと景
色の良い地域Ｇに１８時３０分に到着すると予測することができる。
【００７１】
（１）「外食」の用件については、所定の用件処理時間は、食べて飲むための通常の時間
、例えば朝食であれば８時～９時、昼食であれば１２時～１３時３０分、夕食であれば１
８時～２１時である。そしてナビゲーション・ソフトウェアは、ユーザが８時３０分にレ
ストランＡに到着し、レストランＤに１３時に到着し、ホテルＦに１８時３０分に到着す
ると予測するので、レストランＡにより提供される朝食の用件、レストランＤにより提供
される昼食の用件、ホテルＦによる提供される夕食の用件をユーザは必要とすると決定さ
れ得る。そうすると、それぞれレストランＡ、レストランＤ、及びホテルＦに対応する外
食の用件が、ナビゲーション情報に関連する用件として選択される。
【００７２】
（２）「宿泊」という用件については、所定の用件処理時間は、宿泊のための通常の時間
、例えば１８時～６時（翌日）であり、ナビゲーション・ソフトウェアは、ユーザが１０
時３０分にホテルＢに到着して、１８時３０分にホテルＦに到着すると推定するので、ユ
ーザはホテルＢよりもむしろホテルＦにより提供される宿泊の用件を必要とすると決定さ
れ得る。そうすると、ホテルＦに対応する宿泊の用件はナビゲーション情報に関連する用
件として選択される。
【００７３】
（３）「娯楽」の用件については、予め定められる用件処理時間が、娯楽のための通常の
時間、例えば９時～２０時であり、ナビゲーション・ソフトウェアはユーザが１０時５０
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分にアミューズメントパークＣに到着し、１８時３０分に景色の良い地域Ｇに到着すると
予測するので、アミューズメントパークＣ及び景色の良い地域Ｇによってそれぞれ提供さ
れる「娯楽」用件を必要とすると決定され得る。そうすると、それぞれアミューズメント
パークＣ及び景色の良い地域Ｇに対応する娯楽の用件はナビゲーション情報に関連する用
件として選択される。
【００７４】
（４）「燃料補給」の用件については、所定の用件処理時間は、輸送の状況情報及び交通
状況に関連する。例えば、ユーザの車両のタンクの燃料の残りの量が、良好な交通状態の
Ｘキロメートルを運転するためにユーザをサポートすることができるだけである場合、ユ
ーザの運転習慣、ナビゲーション・ルートに沿った速度制限状況、及び交通状態などに従
い、タンクの燃料の残りの量がサポートすることができる運転時間を推定することができ
る。
【００７５】
　したがって、対応する用件処理時間が決定され得る。例えば、推定される運転時間が９
時間である場合、７時から出発し、燃料が使い果たされる１６時に向けて出発するならば
、終点にはまだ到着しない。そして、用件処理時間は、１６時よりも前のある時間（それ
は所定の運転時間である９時間より少なくあるべきである）、例えば３時間と決定され得
る。それは、ガソリンスタンドＥに到着する時間が用件処理時間に属するものと決定され
得て、給油の用件が、ナビゲーション情報に関連する用件とみなされるべきである。
【００７６】
２）図６Ｂに示すように、ユーザによって使用する輸送ツールのタイプが自動運転車両で
あり、及び交通状況は交通渋滞であると仮定したとき、その後ユーザが出発点から７時に
出発した後、ナビゲーション・ソフトウェアは、ユーザがレストランＡに１２時３０分に
到着し、レストランＢに１８時３０分に到着し、アミューズメントパークＣに１９時に到
着し、レストランＤに２３時に到着し、ガソリンスタンドＥに０時２０分に到着し、ホテ
ルＦと景色の良い地域Ｇに６時３０分に到着すると予測することができる。
【００７７】
（１）「外食」の用件に関し、予め決定された用件処理時間は、飲んだり食べたりするた
めの通常の時間、例えば朝食なら８時～９時、昼食なら１２時～１３時半、夕食なら１８
時～２１時である。ナビゲーション・ソフトウェアが、ユーザがレストランＡに１２時３
０分に到着し、ホテルＢに１８時３０分で到着すると予測するので、ユーザーがレストラ
ンＡにより供給されるランチの用件を必要とし、ホテルＢにより提供される夕食の用件を
必要とすると決定され得る。これにより、それぞれレストランＡとホテルＢに対応する外
食の用件が、ナビゲーション情報に関する用件として選択される。
【００７８】
（２）「宿泊」の用件に関し、予め決定された用件処理時間は、宿泊のための通常の時間
、例えば１８時～６時（翌日）である。ナビゲーション・ソフトウェアはユーザが１８時
３０分にホテルＢに到着して、６時にホテルＦに到着すると予測するため、ユーザはホテ
ルＦよりもホテルＢにより提供される宿泊の用件を必要とすると決定し得る。そうすると
、ホテルＢに対応する宿泊の用件がナビゲーション情報に関連する用件として選択される
。
【００７９】
（３）「娯楽」の用件に関し、予め決定された用件処理時間は、娯楽のための通常の時間
、例えば９時～２０時である。ナビゲーション・ソフトウェアはユーザが１９時にアミュ
ーズメントパークＣに到着し、６時半に景色の良い領域Ｇに到着すると推定するので、ユ
ーザは景色の領域ＧよりもむしろアミューズメントパークＣにより提供される娯楽の用件
を必要とすると決定し得る。そうすると、アミューズメントパークＣに対応する娯楽の用
件がナビゲーション情報に関連する用件として選択される。
【００８０】
（４）「給油」の用件に関し、車を残っている燃料で、７時から始動し、燃料を使い切る
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１６時に向けて出発して９時間運転することができると仮定した場合、終点にはまだ到着
しないので、用件処理時間は１６時よりも前のある時間（それは、所定の運転時間である
９時間より少なくあるべきである）、例えば３時間前の１３時～１６時であると決定し得
る。しかし、ユーザは、ガソリンスタンドに０時２０分に到着すると予測されるので、他
のガソリンスタンドが用件の供給者として選択されるべきである。そして、燃料の補給が
時間内に完了した場合、そして対応する用件処理時間は、残りの燃料に従って対応する用
件処理時間を再決定し得る。そうすると、ユーザはガソリンスタンドＥがナビゲーション
情報に関連する用件として構成されるか否かを決定し得る。
【００８１】
［実施形態３］
　さらにもう一つの例示の実施形態として、ナビゲーション情報がナビゲーション・ルー
トを含むこと以外に、ユーザ属性情報を予め設定された次元において含む場合、ナビゲー
ション・ルートに沿った位置、又はナビゲーション・ルートの終点にある実行位置と共に
用件が選択され得る。用件はユーザ属性情報に対応するユーザ要件を満たす。
【００８２】
　例えば、予め設定された次元は、ユーザの数、ユーザの性別、ユーザの年齢、及びユー
ザの関係のうちの少なくとも１つを含む。もちろん、予め設定された次元は他のタイプを
含むこともできる。そして、それは本願明細書において制限されない。
【００８３】
　一例として「娯楽」の用件を取ると、ユーザ属性情報が大人が一人だけいることを示す
場合、進行中の用件が、アミューズメントパークＣにより提供される娯楽の用件、及び景
色の領域Ｇにより提供される娯楽の用件を含むのであっても、その大人は明らかに、アミ
ューズメントパークＣに行くよりも景色の良い地域Ｇに行くことを好む。従って、景色の
良い地域Ｇにより提供される娯楽の用件が、ナビゲーション情報に関連する用件として選
択される。そして、ユーザ属性情報が子供と一緒の両親がいることを示す場合、アミュー
ズメントパークＣが行くことが好まれる可能性が最も高く、従って、アミューズメントパ
ークＣ及び景色の良い地域Ｇにより提供される娯楽の用件がそれぞれナビゲーション情報
に関連する用件として選択され得る。
【００８４】
　以下の事項に留意すべきである。
　１つの態様で、上記の実施形態２の「到着時間」及び実施形態３の「ユーザ属性」のフ
ァクター以外に、任意の内容を他のタイプのものと結合させることにより、適切な用件が
ナビゲーション情報に関連する用件として選択され得る。その任意の内容は、本願明細書
において制限されない。
【００８５】
　そして、別の態様においては、ナビゲーション情報の複数の任意の内容が、互いを組み
合わせることによって適用され得る。例えば、図６Ａの図示した実施形態において、ユー
ザは１０時５０分にアミューズメントパークＣに到着すると推定されるが、もしユーザ属
性情報が大人が一人だけであることを示すのであれば、ユーザがアミューズメントパーク
Ｃに行くほうを選択しない可能性が最も高い。したがって、アミューズメントパークＣに
より提供される娯楽の用件をナビゲーション情報に関連する用件とみなすことは必要とさ
れない。
【００８６】
　ステップ３０８において、ユーザが暇な状況にある場合、ステップ３１０が実行される
。あるいはしばらくの間待機する。
　ステップ３１０において、用件を提示する動作が実行される。例示の実施形態として、
ナビゲーション・ソフトウェアは、ユーザの注意又は動作なしで、自動的に、選ばれた用
件についての事前処理動作を完了することができる。
【００８７】
　他の例示の実施形態として、ナビゲーション・ソフトウェアは選ばれた用件についての
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事前処理動作を自動的に完了することができ、ユーザにステップ３１０において、例えば
、電子デバイスのスクリーンに表示したり、又は音声で放送をしたりなどすることにより
ナビゲーション情報に関連する用件を提示することができる。そうすると、ユーザは時間
内の用件の状況を理解することができる。
【００８８】
　さらにもう一つの例示の実施形態として、ナビゲーション・ソフトウェアはユーザにナ
ビゲーション情報に関連する用件を提示することができる。そして、ユーザは事前処理を
実行するか否かを示す選択命令を送付する。そして、ナビゲーション・ソフトウェアは、
ユーザの選択命令に従って、用件に対応する事前処理動作を実行するべきか否かを決定す
る。本実施形態において、ユーザの介入によって、ユーザの必要性についての不正確な決
定により生じるユーザや用件提供者の不便を回避することができる。
【００８９】
　あるいは、ユーザのための用件に提示する動作は、ステップ３０８において、ユーザが
暇な状況にあるか否か（例えばユーザが赤信号で止まっているか否か、サービスエリアで
休んでいるか否か、又は、交通渋滞に出くわしているか否かなど）を判定した後に実行す
ることができる。これにより、ユーザの通常の運転などの動作に影響を与えることを回避
することができる。
【００９０】
　ステップ３１２Ａにおいて予約動作が実行される。
【００９１】
　例示的な実施形態として、用件のための予約動作は、ナビゲーション情報に従ってナビ
ゲーション・ソフトウェアによって実行されることができる。例えば、外食の用件のため
に例えば、テーブルが予約されてもよいし、又は食べ物が前もって注文されてもよい。宿
泊の用件のために、部屋が予約されてもよい。娯楽の用件のために、チケットが予約され
るなどしてもよい。予約動作に従えば、ユーザが到着した後、追加の動作は必要とされな
い。一方、対応する用件がユーザの到着後に提供できない状況（例えばもうホテルに空い
ている部屋が無い）を回避することができる。
【００９２】
　ステップ３１２Ｂにおいて、用件提供者はコンタクトを受ける。
【００９３】
　他の例示の実施形態として、ナビゲーション・ソフトウェアは用件提供者に通知メッセ
ージを送ることができる。そして、通知メッセージはナビゲーション情報を含む。例えば
、ナビゲーション情報はナビゲーション・ルートを含むことができる。用件提供者は、準
備を先に行うことができるよう、ユーザの可能性のある到着時間を知ることができる。そ
して、ユーザが用件の実行位置に到着した後、サービスをできるだけ早くユーザに提供す
ることができる。
【００９４】
　他の例においては、ナビゲーション情報はユーザ属性情報（例えばユーザ数、ユーザの
性別、ユーザの年齢、ユーザの関係、その他）を含むことができる、そして、テーブルの
サイズ、部屋のタイプ、及びチケットなどの数は、これに従って、外食の用件、宿泊の用
件及び娯楽の用件などについて決定されることができる。
【００９５】
　もちろん、ステップ３１２Ａ及びステップ３１２Ｂは、実施形態のための２つの事前処
理方法を示すだけである。しかし、用件の実行に関連する事前処理動作の全ては本明細書
の技術的な解決手段によって理解されることができる。そして、それは本願明細書におい
て詳細に説明されない。
【００９６】
　ナビゲーション情報に基づいて用件処理方法の上記実施形態に対応して、本明細書はナ
ビゲーション情報に基づいた用件処理装置の実施形態も提供する。
【００９７】
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　図７は、例示の実施形態に従うナビゲーション情報に基づく用件処理装置のブロック図
である。図７を参照すると、用件処理装置は、取得ユニット７１、決定ユニット７２及び
実行ユニット７３を含む。
【００９８】
　取得ユニット７１は、ナビゲーション情報を得るように構成される。
【００９９】
　決定ユニット７２は、ナビゲーション情報に関連する用件を決定するように構成される
。
【０１００】
　実行ユニット７３は、用件の実行位置に到着する前に用件に関連する事前処理動作を実
行するように構成される。
【０１０１】
　図８に示すように、図８は、図７に示された上述の実施形態に基づいた、例示の実施形
態に従うナビゲーション情報に基づく他の用件処理装置のブロック図である。ナビゲーシ
ョン情報はナビゲーション・ルートを含み、決定ユニット７２は第１選択サブユニット７
２１を含んでいる。
【０１０２】
　第１選択サブユニット７２１は、ナビゲーション・ルートに沿った位置、又は、ナビゲ
ーション・ルートの終点にある実行位置を有する用件を選択するように構成される。
【０１０３】
　図９に示すように、図９は、図８に示す上述の実施形態に基づいて、例示の実施形態に
従った、ナビゲーション情報に基づく他の用件処理装置のブロック図である。ナビゲーシ
ョン情報は更に、各用件の実行位置に到着する事前見積り時間を含み、決定ユニット７２
が第２選択サブユニット７２２を含んでいる。
【０１０４】
　第２選択サブユニット７２２は、ナビゲーション・ルートに沿った位置、又はナビゲー
ション・ルートの終点にある実行位置を有する用件を選択するように構成される。そして
、用件に対応する事前見積り時間は、予め定められた用件処理時間以内である。
【０１０５】
　あるいは、事前見積り時間は、ユーザによって使われる輸送ツールの種類、輸送ツール
の状況情報、及び交通状況のうちの少なくとも１つに関連する。
【０１０６】
　図１０に示すように、図１０は、図８に示す上述の実施形態に基づいて、例示の実施形
態に従った、ナビゲーション情報に基づく他の用件処理装置のブロック図であり、ナビゲ
ーション情報は更に予め設定された次元のユーザ属性情報を含む。この場合、決定ユニッ
ト７２は第３選択サブユニット７２３を含む。
【０１０７】
　第３選択サブユニット７２３は、ナビゲーション・ルートに沿った位置又はナビゲーシ
ョン・ルートの終点における実行位置を有する用件を選択するように構成される。そして
、用件はユーザ属性情報に対応するユーザ要件を満たす。
【０１０８】
　あるいは、予め設定された次元は、ユーザの数、ユーザの性別、ユーザの年齢及びユー
ザ関係のうちの少なくとも１つを含む。
【０１０９】
　図１１に示すように、図１１は、例示の実施形態に従うナビゲーション情報に基づく他
の用件処理装置のブロック図であり、図７に示した上記の実施形態に基づいている。決定
ユニットは、用件取得サブユニット７２４と、用件選択サブユニット７２５を備えている
。
【０１１０】
用件取得サブユニット７２４は、予め構成された均一サービス・インタフェースを介して
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用件の全てを得るように構成される。
【０１１１】
　用件選択サブユニット７２５は、用件の全てからナビゲーション情報に関連する用件を
選択するように構成される。
【０１１２】
　図１１の装置の実施形態に示される用件取得サブユニット７２４及び用件選択サブユニ
ット７２５の構造は、上記の図８～１０の装置の実施形態に包含されることもできる点に
留意する必要がある。そして、それは本願明細書において詳細に説明はされない。
【０１１３】
　図１２に示すように、図１２は、例示の実施形態に従った、ナビゲーション情報に基づ
く他の用件処理装置のブロック図であり、図７に示した上記実施形態に基づいている。実
行ユニット７３は、予約サブユニット７３１を備えている。
【０１１４】
　予約サブユニット７３１は、ナビゲーション情報に従った用件のための予約動作を実行
するように構成される。
【０１１５】
　図１２の装置の実施形態に示される予約サブユニット７３１の構造も、上述の図８～図
１１の装置の実施形態に含まれ得ることに留意すべきである。ただし、本願明細書におい
ては詳細に説明はされない。
【０１１６】
　図１３に示すように、図１３は、図７に示された実施形態に基づいて、例示の実施形態
に従うナビゲーション情報に基づく他の用件処理装置のブロック図である。実行ユニット
７３は送信サブユニット７３２を備える。
【０１１７】
　送信サブユニット７３２は用件提供者に通知メッセージを送るように構成される。そし
て、通知メッセージはナビゲーション情報を含む。
【０１１８】
　図１３の装置の実施形態に示される送信サブユニット７３２の構造も、上述の図８～図
１１の装置の実施形態に含まれ得ることに留意すべきである。ただし、本願明細書におい
ては詳細に説明はされない。
【０１１９】
　図１４に示すように、図１４は、図７に示された実施形態に基づいて、例示の実施形態
に従うナビゲーション情報に基づく他の用件処理装置のブロック図である。当該用件処理
装置は、提示ユニット７４及び事前処理決定ユニット７５を更に含む。
【０１２０】
　提示ユニット７４は、ユーザにナビゲーション情報に関連する用件を提示するように構
成される。
【０１２１】
　事前処理決定ユニット７５は、事前処理動作を実行するべきか否かを、受け取ったユー
ザの選択指示に従って決定するように構成される。
【０１２２】
　図１４の装置実施形態に示される提示ユニット７４及び事前処理決定ユニット７５の構
造は、上記の図８～１３の装置の実施形態に含めることもできる点に留意する必要がある
。そして、それは本願明細書において詳細には説明されない。
【０１２３】
　図１５に示すように、図１５は、図１４に示された上述の実施形態に基づいて、例示の
実施形態に従う、ナビゲーション情報に基づく他の用件処理装置のブロック図である。用
件処理装置は更に判定ユニット７６を備える。
【０１２４】
　判定ユニット７６は、ユーザが所定の暇な状況であるか否かを判定するように構成され



(17) JP 2017-532531 A 2017.11.2

10

20

30

40

50

る。ユーザが所定の暇な状況である場合、ユーザはナビゲーション情報に関連する用件を
思い出させられる。
【０１２５】
　前記実施形態の装置に関して、その中の個々のモジュールの特定の動作モードは用件処
理方法の実施形態において詳述した。それは本願明細書においては詳細に説明されない。
【０１２６】
　装置の実施形態が用件処理方法の実施形態に実質的に対応するので、関連する態様は用
件処理方法の実施形態の説明を参照することができる。上記の装置の実施形態は単に例示
的なものである。そして、別々の構成要素として図示されるモジュールは、互いに物理的
に切り離されていてもよいし、切り離されていなくてもよい。そして、モジュールとして
描写される構成要素は、物理的なモジュールであってもよいし、そうでなくてもよい。す
なわち、同じ場所にあってもよいし、複数のネットワーク・ユニットにおいて配置されて
もよい。
【０１２７】
　モジュールの一部もしくは全部は本明細書の目的を達成するように実際の要件に従って
選択されることができる。そして、それらは創造的な業務をしない当業者によって理解さ
れ、実行することができる。
【０１２８】
　したがって、ナビゲーション情報に基づく用件処理装置は本明細書においても提供され
ている。そして、装置はプロセッサと、プロセッサによって実行可能な命令を記憶するよ
う構成されたメモリを含む。プロセッサは、ナビゲーション情報を取得し、ナビゲーショ
ン情報に関連する用件を決定し、そして、用件の実行位置に到着する前に、用件に関連す
る事前処理動作を実行するように構成される。
【０１２９】
　したがって、端末は本開示においても提供されていて、そして、端末はメモリ及び一つ
以上のプログラムを含む。端末では、一つ以上のプログラムがメモリに格納される。また
、端末は、一つ以上のプロセッサによって以下に説明する動作の命令を実行し、ナビゲー
ション情報を得て、ナビゲーション情報に関連する用件を決定し、そして、用件の実行位
置に到着する前に、用件に関連する事前処理動作を実行するよう構成される。
【０１３０】
　図１６は、例示の実施形態に従ってナビゲーション情報に基づいて用件を処理するデバ
イス１６００の概略図である。例えば、デバイス１６００は、携帯電話、コンピュータ、
デジタル放送端末、メッセージ発信装置、ゲーム機、タブレット装置、医療装置、運動装
置及び、パーソナルディジタルアシスタント（ＰＤＡ）などでもよい。
【０１３１】
　図１６を参照すると、デバイス１６００は、処理部１６０２、メモリ１６０４、電源部
１６０６、マルチメディア部１６０８、オーディオ部１６１０、入出力（Ｉ／Ｏ）インタ
フェース１６１２、センサ部１６１４、及び通信部１６１６のうちの１又は複数の要素を
含むことができる。
【０１３２】
　処理部１６０２は、典型的には、デバイス１６００の全体の動作、例えば例えばディス
プレイ、電話、データ通信、カメラ動作及び記録動作と関連する動作を制御する。処理部
１６０２は、上記した方法におけるステップの全部又は一部を実行するための命令を実行
するために、一つ又は複数のプロセッサ１６２０を含むことができる。さらに、処理部１
６０２は、処理部１６０２と他の構成要素の間の相互作用を促進する一つ以上のモジュー
ルを含むことができる。例えば、処理部１６０２は、マルチメディア部１６０８と処理部
１６０２との間の相互作用を促進するためにマルチメディアモジュールを含むことができ
る。
【０１３３】
　メモリ１６０４は、デバイス１６００の動作をサポートするために様々な形のデータを
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格納するように構成される。この種のデータの例としては、デバイス１６００で操作され
るアプリケーションや方法のための命令、接触データ、電話帳データ、メッセージ、画像
、ビデオなどを含む。そして、メモリ１６０４はいかなるタイプの揮発性又は不揮発性メ
モリ（例えばスタティックＲＡＭ（ＳＲＡＭ）、電子的に電気消去なＰＲＯＭ（ＥＥＰＲ
ＯＭ）、消去及びプログラム可能な読取り専用メモリ（ＥＰＲＯＭ）、プログラム可能な
読み取り専用メモリ（ＰＲＯＭ）、読み取り専用メモリ（ＲＯＭ）、磁気記憶装置、フラ
ッシュメモリ、磁気又は光学ディスク）、又はそれらの組み合わせを使用して実装するこ
とができる。
【０１３４】
　電源部１６０６は、電力をデバイス１６００の各種要素へ供給する。電源部１６０６は
、電力管理システム、１又は複数の電源、及びデバイス１６００内の発電、管理及び配電
に関連する他のいかなる構成要素も含むことができる。
【０１３５】
　マルチメディア部１６０８は、デバイス１６００とユーザの間に出力インタフェースを
提供するスクリーンを含む。いくつかの実施形態では、スクリーンは、液晶ディスプレイ
（ＬＣＤ）及びタッチパネル（ＴＰ）を含むことができる。スクリーンがタッチパネルを
含む場合、スクリーンはユーザから入力信号を受け取るタッチスクリーンとして実装され
ることができる。タッチパネルは、タッチパネル上のタッチ、スワイプ及び他の動作を検
出するために、一つ以上の接触センサを含む。
【０１３６】
　接触センサは、タッチとスワイプの境目を検出することができるだけでなく、タッチ又
はスワイプ動作に関連する継続時間及び圧力を検出することもできる。いくつかの実施形
態では、マルチメディア部１６０８は、前部カメラ及び／又は後部カメラを含む。デバイ
ス１６００が動作モード、例えば撮影しているモード又はビデオ・モードにある間、前部
カメラ及び後部カメラは外部のマルチメディアのデータを受信することができる。前部カ
メラ及び後部カメラの各々は、固定光学レンズ系でもよいし、あるいは焦点調整及び光学
ズーム能力を有してもよい。
【０１３７】
　オーディオ部１６１０は、音声信号を出力し及び／又は入力するように構成される。例
えば、オーディオ部１６１０は、デバイス１６００が動作モード、例えば電話モードや記
録モードや音声認識モードにある場合、外部の音声信号を受信するように構成されるマイ
クロホン（ＭＩＣ）を含む。
受信される音声信号は、更にメモリ１６０４に保存されてもよいし、または通信部１６１
６を介して送信されてもよい。いくつかの実施形態では、オーディオ部１６１０は、音声
信号を出力するためのスピーカを更に含む。
【０１３８】
　入出力インタフェース１６１２は、処理部１６０２と周辺インタフェース・モジュール
の間のインタフェース、例えばキーボード、クリックホイールやボタンなどを提供する。
ボタンは、ホーム・ボタン、ボリューム・ボタン、スタートボタン及びロックボタンを含
んでよいが、これに限定されるものではない。
【０１３９】
　センサ部１６１４は、デバイス１６００のさまざまな態様の状況評価を提供するための
一つ以上のセンサを含む。例えば、センサ部１６１４は、デバイス１６００の開／閉状態
及び構成要素（例えば、デバイス１６００のディスプレイ及びキーパッド）の相対的な位
置付けを検出することができる。センサ部１６１４は、デバイス１６００又はデバイス１
６００の中の構成要素の位置の変化、デバイス１６００とユーザとの接触の有無、デバイ
ス１６００の向き又は加速／減速、デバイス１６００の温度変化を検出することもできる
。センサ部１６１４は、いかなる物理的接触をすることなく近接した物体の存在／不存在
を検出するように構成される近接センサを含むことができる。センサ部１６１４は、撮影
の用途に使用するために光センサ、例えばＣＭＯＳ又はＣＣＤイメージセンサを含むこと



(19) JP 2017-532531 A 2017.11.2

10

20

30

40

もできる。いくつかの実施形態では、センサ部１６１４は、加速度計センサ、ジャイロス
コープ・センサ、磁気センサ、圧力センサ又は温度センサを含むこともできる。
【０１４０】
　通信部１６１６は、デバイス１６００と他の装置の間の有線又は無線の通信を容易にす
るように構成される。デバイス１６００は、通信規格（例えばＷＩＦＩ、２Ｇ又は３Ｇ、
又はそれらの組み合わせに基づいた無線ネットワークにアクセスすることができる。１つ
の例示的実施形態において、通信部１６１６は、放送チャネルを介して外部の放送経営組
織から放送信号又は放送関連の情報を受け取る。１つの例示的実施形態において、通信部
１６１６は、短距離通信を容易にするための、近接場通信（ＮＦＣ）モジュールを更に含
む。例えば、ＮＦＣモジュールは、無線認証（ＲＦＩＤ）技術、ＩｒＤＡ（Infrared Dat
a Association）技術、超広帯域（ＵＷＢ）技術、Bluetooth(登録商標)（ＢＴ）技術及び
他の技術に基づいて実装することができる。
【０１４１】
　例示的実施形態において、上記した方法を実行するために、デバイス１６００は、一つ
以上の特定用途向け集積回路（ＡＳＩＣ）、ディジタル信号プロセッサ（ＤＳＰ）、デジ
タル信号処理デバイス（ＤＳＰＤｓ）、プログラマブルロジックデバイス（ＰＬＤ）、フ
ィールド・プログラマブル・ゲート・アレイ（ＦＰＧＡｓ）、コントローラ、マイクロコ
ントローラ、マイクロプロセッサ又は他の電子部品によって実装することができる。
【０１４２】
　例示的実施形態において、命令を含む、非可搬型のコンピュータで読み取り可能な記憶
媒体、例えば命令を含むメモリ１６０４も設けられている。上記の方法を実行するために
、上記の命令は、デバイス１６００のプロセッサ８０９によって実行することができる。
例えば、非可搬型のコンピュータで読み取り可能な記憶媒体は、ＲＯＭ、ＲＡＭ、ＣＤ―
ＲＯＭ、磁気テープ、フロッピーディスク、光学的データ記憶デバイスなどでもよい。
【０１４３】
　明細書、及び明細書に開示される本発明の実施を考慮することにより、本発明の他の実
施形態は、当業者にとって明らかなものとなろう。この出願は、本発明の一般原則に従い
、また本開示から出発して公知の範囲となるか又は当該技術分野において慣用的に実施さ
れる事項を含む、本発明のいかなる変更、使用、又は適用を包含するよう意図されている
。仕様及び例は、例示としてのみ考慮され、発明の真の範囲及び主旨は、以下の請求項に
より示されることが意図されている。
【０１４４】
　本発明は上述され添付の図面で図示された正確な構成に限定されるものではないと理解
される。そして、そのさまざまな変形や改変は本発明の範囲を逸脱しない範囲でなされる
ことができる。本発明の範囲は、添付の請求の範囲によってのみ制限されるよう意図され
ている。
【０１４５】
　本開示は、上述され、添付図面において説明された正確な構成に限定されるものではな
く、様々な変形例及び変更がここでの適用範囲から逸脱しない限り可能であることが理解
されるであろう。開示の適用範囲は、添付の請求項により制限されるのみであることが意
図されている。
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【図１５】 【図１６】

【手続補正書】
【提出日】平成29年1月26日(2017.1.26)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ナビゲーション情報に基づく用件処理方法であって、
　前記ナビゲーション情報を取得し、
　前記ナビゲーション情報に関連する用件を決定し、
　前記用件の実行位置に到着する前に、前記用件に関する事前処理動作を実行する
　ことを含む用件処理方法。
【請求項２】
　前記ナビゲーション情報はナビゲーション・ルートを含み、
　前記ナビゲーション情報に関連する用件を決定することは、ナビゲーション・ルートに
沿った位置、又は、ナビゲーション・ルートの終点における実行地点を有する用件を選択
することを含む、請求項１に記載の用件処理方法。
【請求項３】
　前記ナビゲーション情報は、各用件の実行位置に到着する事前見積り時間を更に含み、
　前記ナビゲーション情報に関連する用件を決定することは、ナビゲーション・ルートに
沿った位置、又は、ナビゲーション・ルートの終点における実行地点を有する用件を選択
することを含み、前記用件に対応する前記事前見積り時間は、所定の用件処理期間以内で
ある、請求項１又は２記載の用件処理方法。
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【請求項４】
　前記事前見積り時間は、ユーザによって使用される輸送ツールの種類、前記輸送ツール
の状態の情報、及び交通状況ののうちの少なくとも１つに関連する、請求項３記載の用件
処理方法。
【請求項５】
　前記ナビゲーション情報は、
　予め設定された次元のユーザ属性情報を含み、
　前記ナビゲーション情報に関連する用件を決定することは、前記ナビゲーション・ルー
トに沿った位置又は前記ナビゲーション・ルートの終点で用件を選択することを含み、前
記用件は、前記ユーザ属性情報に対応するユーザ要件を満たす、請求項１～４のいずれか
１項に記載の用件処理方法。
【請求項６】
　前記予め設定された次元は、ユーザの数、ユーザの性別、ユーザの年齢、及びユーザの
関係のうちの少なくとも１つを含む、請求項５に記載の用件処理方法。
【請求項７】
　前記ナビゲーション情報に関連する用件を決定することは、予め構成された均一サービ
ス・インタフェースを介して全ての用件を取得することとと、前記用件の全てから前記ナ
ビゲーション情報に関連する用件を選択することとを含む、請求項１～６のいずれか１項
に記載の用件処理方法。
【請求項８】
　前記用件に関連する事前処理動作を実行することは、前記ナビゲーション情報に従って
前記用件のための予約動作を実行することを含む、請求項１～７のいずれか１項に記載の
用件処理方法。
【請求項９】
　前記用件に関連する事前処理動作を実行することは、用件提供者に通知メッセージを送
ることを含み、前記通知メッセージは前記ナビゲーション情報を含む、請求項１～８のい
ずれか１項に記載の用件処理方法。
【請求項１０】
　前記ナビゲーション情報に関連する前記用件をユーザに提示することと、事前処理動作
を実行するべきか否かを、受け取ったユーザの選択指示に従って決定することを更に含む
、請求項１～９のいずれか１項に記載の用件処理方法。
【請求項１１】
　前記ユーザが所定の暇な状況にあるか否かを判定し、前記ユーザが所定の暇な状況にあ
る場合、前記ユーザにナビゲーション情報に関した用件を提示することを更に含む、請求
項１～１０のいずれか１項に記載の用件処理方法。
【請求項１２】
　ナビゲーション情報に基づく用件処理装置であって、
　ナビゲーション情報を得るように構成される取得ユニットと、
　ナビゲーション情報に関連した用件を決定するように構成される決定ユニットと、
　前記用件の実行位置に到着する前に前記用件に関連した事前処理動作を実行するように
構成される実行ユニットと
　を備えたことを特徴とする用件処理装置。
【請求項１３】
　前記ナビゲーション情報は、ナビゲーション・ルートを含み、
　前記決定ユニットは、
　前記ナビゲーション・ルートに沿った位置又は前記ナビゲーション・ルートの終点で用
件を選択するように構成される第１選択サブユニットを含む、請求項１２に記載の用件処
理装置。
【請求項１４】
　前記ナビゲーション情報は、各用件の実行位置に到着する事前見積り時間を更に含み、
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　前記決定ユニットは、前記ナビゲーション・ルートに沿った位置又は前記ナビゲーショ
ン・ルートの終点で用件を選択するよう構成された第２選択サブユニットを含み、
　前記用件に対応する事前見積り時間は所定の用件処理時間以内である、請求項１２又は
１３に記載の用件処理装置。
【請求項１５】
　前記事前見積り時間は、ユーザによって使用される輸送ツールの種類、前記輸送ツール
の状態の情報、及び交通状況のうちの少なくとも１つに関連する、請求項１４に記載の用
件処理装置。
【請求項１６】
　前記ナビゲーション情報は、予め設定された次元のユーザ属性情報を含み、
　前記決定ユニットは、前記ナビゲーション・ルートに沿った位置又はナビゲーション・
ルートの終点で用件を選択するよう構成された第３選択サブユニットを含み、
　前記用件は前記ユーザ属性情報に対応するユーザ要件を満たす、請求項１２～１５のい
ずれか１項に記載の用件処理装置。
【請求項１７】
　前記予め設定された次元は、ユーザの数、ユーザの性別、ユーザの年齢、及びユーザの
関係のうちの少なくとも１つを含む、請求項１６に記載の用件処理装置。
【請求項１８】
　前記決定ユニットは、
　予め構成された均一サービス・インタフェースを介して用件の全てを得るように構成さ
れる用件取得サブユニットと、
　前記用件の全てから前記ナビゲーション情報に関連する用件を選択するように構成され
る用件選択サブユニットと
を備えた、請求項１２～１７のいずれか１項に記載の用件処理装置。
【請求項１９】
　前記実行ユニットは、
　前記ナビゲーション情報に従って前記用件のための予約動作を実行するように構成され
る予約サブユニットを備える、請求項１２～１８のいずれか１項に記載の用件処理装置。
【請求項２０】
　前記実行ユニットは、用件提供者に通知メッセージを送るよう構成された送信サブユニ
ットを備え、前記通知メッセージはナビゲーション情報を含む、請求項１２～１９のいず
れか１項に記載の用件処理装置。
【請求項２１】
　ユーザに前記ナビゲーション情報に関連する用件を提示するように構成される提示ユニ
ットと、
　前記事前処理動作を実行するべきか否かを、受け取ったユーザの選択指示に従って決定
するように構成される、事前処理決定ユニットと
を更に含む、請求項１２～２０のいずれか１項に記載の用件処理装置。
【請求項２２】
　前記ユーザが所定の暇な状況にあるか否かを判定するように構成される判定ユニットと
、
　前記ユーザが所定の暇な状況にある場合、前記ユーザに前記ナビゲーション情報に関連
する用件を提示する、請求項１２～２１のいずれか１項に記載の用件処理装置。
【請求項２３】
　コンピュータ上で実行される場合において、前記コンピュータに、請求項１～１１のい
ずれか１項に従った方法を実行させて装置を制御するコンピュータプログラム。
【請求項２４】
　請求項２３に記載のコンピュータプログラムをその内部に記憶した、コンピュータで読
み取り可能な記録媒体。
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